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令和３年９月２４日（金）  
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日程第１   認定第  １号  令和２年度平群町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て           （決算審査特別委員長報告）  

日程第２   認定第  ２号  令和２年度平群町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳
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の認定について     （決算審査特別委員長報告）  

日程第４   認定第  ４号  令和２年度平群町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算の認定について   （決算審査特別委員長報告）  

日程第５   認定第  ５号  令和２年度平群町学校給食費特別会計歳入歳出決算の

認定について      （決算審査特別委員長報告）  

日程第６   認定第  ６号  令和２年度平群町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について       （決算審査特別委員長報告）  

日程第７   認定第  ７号  令和２年度平群町奨学資金貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について   （決算審査特別委員長報告）  

日程第８   認定第  ８号  令和２年度平群町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について    （決算審査特別委員長報告）  

日程第９   認定第  ９号  令和２年度平群町用地先行取得事業特別会計歳入歳出

決算の認定について   （決算審査特別委員長報告）  

日程第１０  認定第１０号  令和２年度平群町水道事業会計決算の認定について  

（決算審査特別委員長報告）  

日程第１１  認定第１１号  令和２年度平群町下水道事業会計決算の認定について  

（決算審査特別委員長報告）  

日程第１２  請願第  １号  「櫟原山林のメガソーラー開発許可の取り消し等、再

審査を求める意見書」を奈良県知事に提出することを

求める請願書        （総務建設委員長報告）  

日程第１３  発議第  ７号  櫟原山林のメガソーラー開発許可の取り消し等、再審

査を求める意見書（案）  

日程第１４  発議第  ８号  沖縄戦戦没者の遺骨等を含む地域の土砂を基地建設の



 

埋め立て等に使用しないよう求める意見書（案）  

日程第１５         委員会の閉会中の継続調査の件  
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再    開  （午後  ２時００分）  

 

○議  長  

 皆様、こんにちは。  

 ただいまの出席議員は１２名で定足数に達しておりますので、令和３年平群

町議会第６回定例会を再開いたします。  

 これより本日の会議を開きます。  

（ブー）  

○議  長  

 本日の議事日程は、お手元に配付しております議事日程表のとおりでありま

す。議事日程表に従い議事を進めてまいります。  

 日程第１   認定第  １号  令和２年度平群町一般会計歳入歳出決算の認定

について  

 日程第２   認定第  ２号  令和２年度平群町住宅新築資金等貸付事業特別

会計歳入歳出決算の認定について  

 日程第３   認定第  ３号  令和２年度平群町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定について  

 日程第４   認定第  ４号  令和２年度平群町農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定について  

 日程第５   認定第  ５号  令和２年度平群町学校給食費特別会計歳入歳出

決算の認定について  

 日程第６   認定第  ６号  令和２年度平群町介護保険特別会計歳入歳出決

算の認定について  

 日程第７   認定第  ７号  令和２年度平群町奨学資金貸付事業特別会計歳

入歳出決算の認定について  

 日程第８   認定第  ８号  令和２年度平群町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算の認定について  

 日程第９   認定第  ９号  令和２年度平群町用地先行取得事業特別会計歳

入歳出決算の認定について  

 日程第１０  認定第１０号  令和２年度平群町水道事業会計決算の認定につ

いて  

 日程第１１  認定第１１号  令和２年度平群町下水道事業会計決算の認定に

ついて  

以上１１件を会議規則第３７条の規定により一括議題といたします。  

 本案１１件については決算審査特別委員会に付託しておりますので、委員長
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の報告を求めます。決算審査特別委員会委員長。  

○決算審査特別委員長（井戸太郎）  

 では、決算審査特別委員会の委員長報告をさせていただきます。  

 去る９月２日、令和３年平群町議会第６回定例会本会議において付託を受け

た令和２年度平群町一般会計及び各特別会計歳入歳出決算並びに水道事業会計

決算、下水道事業会計決算の認定１１件につきまして、本委員会での審査の内

容と審査結果を報告します。  

 認定第１号  令和２年度平群町一般会計歳入歳出決算の認定について  

 決算額は、歳入歳出差引き２億４，８０４万６，７７７円の黒字、実質収支

は２億６６５万５７７円の黒字、実質単年度収支は３，９８３万５，９１２円

の黒字となっています。  

 決算認定の審査に当たっては、歳出は、適宜款ごとに一括して審査し、歳入

は一括して審査いたしました。審査の主な内容は以下のとおりです。  

 質疑。  

 歳出全般について。  

 産休・育休者のうち、保育教諭の人数をただされ、令和２年度全体で７人、

そのうち保育教諭が６人、令和３年度９月現在、保育教諭は７人休暇の状態と

の答弁がありました。  

 不用額についての考えをただされ、令和元年度と比べ、令和２年度は多かっ

た理由として、会計年度任用職員制度が始まり、それにより、人件費の不用額

が多かったこと。また、新型コロナの影響で医療費や扶助費の不用額が例年よ

り増加した。決算の見込みをしっかりと立てて予算を積算していきたいとの答

弁がありました。  

 再生可能エネルギーで、道の駅のソーラー発電で故障が確認されているが、

その修繕についてただされ、調査により、故障理由を把握しているので、令和

４年度に見積りを取り、費用対効果を考え、予算化していきたいとの答弁があ

りました。  

 議会費・総務費。  

 自動車のリース契約の内容について、年間の走行距離制限や使用可能な課の

制限があるのかただされ、走行距離制限はない、担当課で使用するようにして

いるとの答弁がありました。  

 多く走行する部署でリース自動車を使用し、町所有の自動車をなるべく傷ま

ない、走行しない部署で使用すべきではとただされ、次年度以降、見直し、各

課連携、協力して考えていきたいとの答弁がありました。  

 町ホームページのアクセス件数が大きく伸びた要因についてただされ、定額
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給付金への関心、新型コロナウイルス情報取得と考えているとの答弁がありま

した。  

 定住促進奨励金で、効果額が５年間で８３０万円、年間約１６６万円で、あ

まり効果がなかったのではないか。今後の定住促進策はどう考えてるかをただ

され、この事業には一定の効果があったと考えている。この制度は一旦終了す

るが、今後の人口動態、住民生活形態を調査分析し、ニーズや課題を整理して、

個人給付にこだわらず、定住促進施策の検討をしていきたい。また、平群町の

強みである都市部への交通の利便性、地価が比較的安価、自然環境や観光資源

など、町の魅力を積極的にＰＲし、平群町の認知度を高め、関係人口、交流人

口の増加を図り、定住促進につなげていきたいとの答弁がありました。  

 若い世代への家賃補助についてただされ、県内他市町村では、財政が問題で

制度そのものが少なくなっているが、様々な視点から検証していきたいとの答

弁がありました。  

 広報のカラー印刷の回数を減らした理由と、世帯数が増加しているのに印刷

部数が減少している理由についてただされ、有料広告収入減少などの影響と、

財政健全化のため、カラー印刷を減らした。紙面の構成の工夫で努力したい。

広報の在庫が多くあり、各自治会長からの要望部数から判断し、印刷部数を減

らしたとの答弁がありました。  

 コロナ対策自治会応援補助金の内容についてただされ、主な購入品目は、マ

スク、除菌液、ハンドソープ、サーキュレーター、空気清浄機などと答弁があ

りました。  

 御当地ナンバープレートの製作枚数と決算額についてただされ、作成枚数７

００枚、製作委託料７４万８，０００円、８月末現在で２０２枚利用されてい

るとの答弁がありました。  

 コミュニティバス事業について、運賃収入額が幾らか、また乗車券の予算よ

り決算が減少した理由についてただされ、運賃収入は約２３０万円であった。

昨年８月から無料乗車にしており、有料の期間が少なかった。免許返納による

乗車券は、回数券１１件、ＩＣカード４０件で計５１件、２５万５，０００円

であるとの答弁がありました。  

 防災備蓄での感染症対策についての考えをただされ、避難所感染症対策とし

て、段ボールベッドや間仕切り、マスク、フェイスシールドを購入したとの答

弁がありました。  

 選挙費で、投票所が変わって初めての選挙であるが、どのように進められる

のかただされ、投票所が削減された一部の地域で、町バスや公用車による午前

１回、午後２回の送迎を考えているとの答弁がありました。  
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 民生費。  

 プリズムへぐり管理費、雨漏り工事の実施、防水工事の進捗についてたださ

れ、雨漏り工事は、令和３年度に１か所、４年度に平面の陸屋根部分の２階を

予定しており、これで終了するとの答弁がありました。  

 プリズムへぐりの大規模改修についてただされ、現状、エアコンの改修は２

年度に完了。法的に必要な場所、利用に影響のあるところを優先し、順番に改

修していきたいとの答弁がありました。  

 シルバー人材センターの現状についてただされ、就業人数は延べ年間約７，

２００人、会員数は１０９人との答弁がありました。  

 障害児施設給付事業で、当初予算と比べ、決算が大きくなっていることの状

況についてただされ、令和２年度の実人数８２人、延べ利用者数は８０５人と

なっている。令和元年度は、実人数６５人、延べ利用者数は６３６人、対前年

比で３２．９％伸びており、全国的な傾向と同様、平群町も増加している状況

であるとの答弁がありました。  

 平群北小学校の学童保育事業で３年連続定員オーバーしていることについて、

現状と考えについてただされ、保護者の就労支援の観点から、希望者全員を入

所できるように措置している。保育室と指導員を増やし、対応している。メイ

ンの保育室２部屋のほか、ボランティアルームを活用、夏休みや密集する時間

帯は学校に協力依頼し、普通教室も活用しているとの答弁がありました。  

 学童保育の利用者の増加状況の中で、臨時職員とパートで運営するのは厳し

いので、正規職員を配置すべきとただされ、勤務時間数、不規則な労働時間か

ら、正規職員の雇用が適しているかを考え、一つの人事の問題として受け止め

たいとの答弁がありました。  

 こども園の直近の待機児童が１１人となっており、ゆめさとこども園ではゼ

ロ歳児が開所できない事態になっているが、どのように考えているかただされ、

保育教諭の確保が非常に難しい中での職員の配置の結果である。年度途中も保

育教諭を募集しており、有料広告も出し、保育教諭確保について最大限努力し

ている。大変厳しい状況と認識しているとの答弁がありました。  

 衛生費・労働費。  

 斎場運営費の火葬棟の修繕内容についてただされ、令和２年度は、炉内の壁

面の補修、一部炉の改修、フロアの燃料ポンプの改修を実施した。新たな雨漏

りがひどくなっているので、今後修繕が必要との答弁がありました。  

 有価物の集団回収が年々減少している原因についてただされ、古紙が大きく

減少しており、その原因は、スマホやタブレット等の普及で、紙の雑誌や新聞

が減少していると考える。また、役場において２９年度から集積場所として回



 

－２４５－ 

収しているので、こちらの利用も考えられる。また、可燃ごみとして出されて

いる部分もあるとの答弁がありました。  

 可燃ごみの有料ごみ袋の在庫数についてただされ、令和２年度８月現在で４

５リットルが約１８万枚、３０リットルが約１６万枚、２０リットルが約２０

万枚、１０リットルが約１８万枚、合計約７２万枚の在庫があるとの答弁があ

りました。  

 浄化槽設置整備事業補助金で、予算額に対し執行額が非常に少ないが、予定

が何基で実績は何基かただされ、１６基を想定し、１５基の補助をしたとの答

弁がありました。  

 公共下水の緑ケ丘の進捗状況についてただされ、緑ケ丘は５地区あり、２地

区は接続済み、１地区は管の更生工事を行っているところ。更生工事後、流量

調査し、県と協議、接続するという予定である。残りの２地区は、令和４年度、

５年度に１地区ずつ接続していくとの答弁がありました。  

 農林水産業費・商工費・土木費。  

 公園管理費の修繕料について、不用額が出ているが、修繕が完了しているの

であれば、遊具等の点検の費用に充てるべきではとただされ、この修繕料は、

若葉台２号公園のフェンスの修繕で、総延長３００メートル、５年間の事業で、

このうち令和２年度は８５メートルの修繕。その他、防犯灯の球の交換、遊具

は簡易的な修繕はしているが、大規模な修繕はしていないとの答弁がありまし

た。  

 平群産の農産物を使ったお菓子等の加工食品の開発について、取組と成果、

今後の見通しについてただされ、取組として、サツマイモのバウムクーヘン、

かんきつ系ユズを使ったジャム、そのペースト状にして混ぜたソフトクリーム、

梅酒、近大ミカンによる無添加ミカン酒を生産販売している。今後は、近畿大

学と特産品の開発、日本酒の松永弾正ラベルでＰＲ、鳴川で栽培されたキノコ、

無添加ミカン酒の本格生産をしたい。特産品開発に関して、生産した分は全て

売れている状況なので、その限界がどこにあるのかを踏まえ、事業の実績と効

果を検証していきたいとの答弁がありました。  

 櫟原の梅林の返還についての経緯についてただされ、植林された梅の木が実

をつける樹齢を超しており、地主が当該土地を他事業に使用する意向のためと

の答弁がありました。  

 道路新設改良費の鳴川路線の今後の計画についてただされ、令和２年度に用

地確保できた箇所については仮設で拡幅工事を実施し、通行車両の安全確保に

努めたい。舗装の劣化については、令和４年度国庫補助事業に採択するよう補

助要請をしていきたい。残りの用地確保については、１業者と６名の方の所有
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で、これからも交渉に努めていきたいとの答弁がありました。  

 消防費・教育費。  

 保健体育総務費、地域スポーツ活動推進事業補助金の予算２１０万円の執行

額がゼロ円となった要因についてただされ、みんなアスリート平群スポーツデ

ーの開催の予算であったが、新型コロナ感染拡大防止の観点から中止としたと

の答弁がありました。  

 小中学校のトイレの洋式化と自動水栓設置の現状についてただされ、北小学

校は、東館の２階、３階は９月初めから仮供用しており、西館１階は９月末頃

に仮供用開始予定である。中学校の多目的トイレは、資材調達の関係で１０月

に工事完了予定である。自動水栓については、小中学校全てに夏期休業期間に

設置済みであるとの答弁がありました。  

 文化財保護費で、白石畑の旧家で発見された古文書についての成果をたださ

れ、文化センターで開催した生涯学習講座で紹介した。なお、今後、史蹟を守

る会によるパネル展示や講演会も予定されているとの答弁がありました。  

 総合文化センター運営経費について、当初予算額約９，２００万円に対し、

執行額約７，２００万円についての今後の見通しについてただされ、不用額が

出た理由は、コロナ禍で４月から５月末まで休館したこと、また、その後もホ

ール等の使用のキャンセルが相次いだことで、光熱水費、主に電気代が安くな

ったことが理由だと考えられる。コロナ禍が収束すれば、そこが増えていく可

能性があるとの答弁がありました。  

 こども園や小中学校の抗原検査キット配布の状況についてただされ、平群町

の小中学校に対し、国からの割当ては７０個で、速やかに申請した。こども園

も同様の申請を行う。事案が発生したときの機動性を重視して、一旦教育委員

会で保管し、事案発生時にその校園に配布するように考えているとの答弁があ

りました。  

 保健体育総務費で、ウォーターパークの存続について、現在どのように検討

しているかただされ、令和３年２月の全員協議会で考えを説明した。スポーツ

協会や教育委員会、社会教育委員の意見を聞いている。また、町の広報紙、ホ

ームページで町民からの意見を募集した。町としては、老朽化と財政面の両方

の観点から、ウォーターパークの廃止、利活用の方向で検討しているが、より

慎重に検討する必要があるとの答弁がありました。  

 災害復旧費・公債費・予備費。  

 公債費１１億円のうち、駅周辺整備事業や総合文化センターの建設について

の債務返済額についてただされ、令和２年度は元金償還で駅周辺整備事業で約

１億４，０００万円、総合文化センターで約１，４００万円との答弁がありま
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した。  

 歳入全般。  

 自主財源比率が２６．６％は依然として低い。自主財源の確保は最優先課題

と思うが、どのように考えているのかただされ、自主財源比率は極めて低い。

今ある資産などを有効活用し、少しでも自主財源の割合を増やしていけるよう、

いろいろな取組をしていきたいとの答弁がありました。  

 固定資産税の償却資産が予算より６００万円上回った理由についてただされ、

申告件数が１８件増加したこと、そのうち１件が大きな工場で、償却資産が高

額であったのが要因と考えるとの答弁がありました。  

 討論です。  

 地方交付税や地方消費税交付金などの増額で収支は黒字になったものの、固

定資産税の超過税率を続けている。待機児童の発生が常態化している。ごみの

減量については有効な対策を打てておらず、逆に増量になっている。住民の暮

らしに寄り添ったとは言い難い予算執行であることから反対する。  

 コロナ禍で、感染予防を行いながら、住民の暮らしを守るため、誠実に取り

組まれた。財政面で、当初予算２億１，３３７万円の未確定財源がありながら、

実質収支は約２億６６５万円の黒字、実質単年度収支も約３，９８３万円の黒

字となった。引き続き、新たな町債の発行を抑え、町債残高全体の縮減を図る

ことをお願いして賛成する。  

 採決の結果、認定第１号は賛成多数で認定すべきものと決定いたしました。  

 認定第２号  令和２年度平群町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決

算の認定について  

 決算額は、歳入歳出差引き８２６万７，３９１円の黒字決算となっています。  

 質疑。  

 令和２年度末までの起債残高と滞納状況についてただされ、起債残高は約３

０１万円、滞納件数は３０件、滞納人数は１５人、滞納額は８，００２万円と

の答弁がありました。  

 審査の結果、認定第２号は全員異議なく認定すべきものと決定いたしました。 

 認定第３号  令和２年度平群町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて  

 決算額は、歳入歳出差引き１億２，９８２万３，１９６円の黒字となり、実

質単年度収支は２，９４１万２，９９９円の黒字決算となっています。  

 質疑では、県単一化に向けての中間答申の内容をただされ、昨年度と同じく、

今年度も開催されていないとの答弁がありました。  

 令和３年度の調定額が４億８，９００万円ということで、当初の予算との差
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額と予備費を合わせると、約５，０００万円の黒字予測なのかただされ、令和

３年度は約５，１００万円との答弁がありました。  

 保健事業の利用者が減少している要因をただされ、新型コロナの影響で人間

ドックの受診者率が減少したのが大きな要因と思われる。医療機関が受入れを

抑制していることに加えて、申込み後にキャンセルした方もいたとの答弁があ

りました。  

 人間ドック以外での保健事業を考えるべきではとただされ、食事指導、運動

指導、リハビリ教室、膝の教室、介護予防教室などを行い、延べ１，４８２人

の方に対応しているとの答弁がありました。  

 採決の結果、認定第３号は全員異議なく認定すべきものと決定いたしました。 

 認定第４号  令和２年度平群町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

 決算額は、歳入歳出差引きゼロ円となっています。  

 質疑では、制度当初の対象戸数は９０件であるが、現在の対象件数、接続件

数をただされ、現在９０件、ただし空き家が６件含まれている。接続件数は、

令和２年度末で５８件、現時点で５９件との答弁がありました。  

 接続の今後の見通しについてただされ、接続するには１００万円以上の費用

がかかり、今の浄化槽が十分活用できている状況なので、なかなか接続してい

ただけないとの答弁がありました。  

 審査の結果、認定第４号は全員異議なく認定すべきものと決定いたしました。 

 認定第５号  令和２年度平群町学校給食費特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて  

 決算額は、歳入歳出差引き１２２万５７１円の黒字決算となっています。  

 質疑。  

 令和元年度が１０６万円の赤字に対し、令和２年度は差引き１２２万円の残

になった。特に注意した点をただされ、令和２年度は、国の補助金もあったが、

食材入札の徹底や献立、調理での工夫を行ったとの答弁がありました。  

 地元野菜使用の減少の要因についてただされ、使用頻度の高い４月、５月に

新型コロナの影響で学校が休業となり、使用できなかったこと。また、６月発

注分は給食再開時期の見通しが立たなかったことから、事前に発注できなかっ

たことも要因であり、７品目ほど少なくなったとの答弁がありました。  

 地元野菜の契約農家に関してただされ、令和２年度は５農家と契約、令和３

年度は８農家と契約している。全て現役世代であるとの答弁がありました。  

 審査の結果、認定第５号は全員異議なく認定すべきものと決定いたしました。 

 認定第６号  令和２年度平群町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい
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て  

 決算額は、歳入歳出差引き１，２０４万９，８３４円の黒字決算となってい

ます。  

 質疑。  

 第７期の３年間で、計画値に対して実績が８４％の給付、９億５，０００万

円下回ったことについての総括をただされ、給付費の乖離の要因は、第１に、

施設サービスで対象となる介護度３以上の方が、計画では約２１％の増加と見

込んでいたが、実績では約１４％の増加となった。第２に、居宅サービスで介

護認定者数が、計画では約１３％の増加を見込んでいたが、実績では約４％の

増加になった。コロナ禍によるサービスの利用控えによる影響が大きいと考え

ている。また、地域密着型サービスも、コロナ禍の影響が要因であると考える

との答弁がありました。  

 介護保険料の所得段階の多段階化を検討すべきではとただされ、国の考えで

は、特別な事情がある場合、市町村の判断で所得段階の細分化を適用できると

されている。現在１１段階で、第９期に一定の検討をしていきたいとの答弁が

ありました。  

 討論では、以前、７期２年間の実績から、７期の総給付費は、実績が計画を

大きく下回ることが明確だった。７期の乖離は１５．７％、約９億５，０００

万円であまりにも大きい。７期の３年間で約２億７，５００万円が積み上がり、

７期末の剰余金は約４億６，５００万円に上る。保険料を取り過ぎであること

から反対する。  

 居宅介護サービス、地域密着型サービス、施設介護サービスなど、要介護状

態でも安心して生活できるように予算が組まれている。本事業を引き続き推進

することに期待して賛成する。  

 準備基金を約４，０００万円積み立てた結果、令和２年度末残高は約４億３，

８００万円。今後、少子・高齢化が進み、保険料収入が減少し、支出の給付費

が上昇するのは明白。基金残高により、引き続き安心してサービスを利用でき

ることから賛成する。  

 採決の結果、認定第６号は賛成多数で認定すべきものと決定いたしました。  

 認定第７号  令和２年度平群町奨学資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

 決算額は、歳入歳出差引きゼロ円となっています。  

 審査の結果、認定第７号は全員異議なく認定すべきものと決定いたしました。 

 認定第８号  令和２年度平群町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定

について  
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 決算額は、歳入歳出差引き２０万６，１００円の黒字決算となっています。  

 審査の結果、認定第８号は全員異議なく認定すべきものと決定いたしました。 

 認定第９号  令和２年度平群町用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算の認

定について  

 決算額は、歳入歳出差引きゼロ円となっています。  

 審査の結果、認定第９号は全員異議なく認定すべきものと決定いたしました。 

 認定第１０号  令和２年度平群町水道事業会計決算の認定について  

 決算状況は、前年度同様税抜きで報告されています。  

 まず、収益的収支については、収支差引き３７３万７，２０９円の純損失と

なり、４，０９８万５，４８９円の当年度未処分利益剰余金を翌年度に繰り越

すことになっています。資本的収支については、収支差引き３，７７２万９，

５０６円の支出超過となっていますが、これは損益勘定留保資金をもって補塡

されています。  

 質疑です。  

 人口が減り、水道収益が厳しいと思うが、その中で健全経営をどう進めてい

くかただされ、給水人口、水道使用料が減少する中で、施設や配管が老朽化し、

更新費用が増加している。市町村単独での経営では水道料金の値上げが避けら

れない状況。そのため、奈良県全体で統合し、施設の統廃合を行って更新費用

を抑えていく必要があるとの答弁がありました。  

 特別損失の内容についてただされ、藤城池のオーバーフローの管の補修工事

費、周辺借地の原状復旧の補償費であるとの答弁がありました。  

 令和７年に奈良県の企業団ができた場合、平群町行政との関わりについてた

だされ、基本的に企業団が独立した組織として運営していくが、現在の一般会

計からの繰入金は引き続き繰り入れるとの答弁がありました。  

 審査の結果、認定第１０号は全員異議なく認定すべきものと決定いたしまし

た。  

 認定第１１号  令和２年度平群町下水道事業会計決算の認定について  

 決算の状況としては、まず、収益的収支について、収支差引き６，２５５万

１，２０５円の純利益となり、５，２７５万８，９７０円の当年度未処理欠損

金を翌年度に繰り越すことになっています。資本的収支については、収支差引

き１億１，５６８万２，０４２円の支出超過となっていますが、これは消費税

及び地方消費税資本的収支調整額から１０３万７，１２６円、過年度損益勘定

留保資金３８６万３，１１３円、当年度損益勘定留保資金１億１，０７８万１，

８０３円で補塡されています。  

 審査の結果、認定第１１号は全員異議なく認定すべきものと決定いたしまし
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た。  

 以上が当委員会に付託を受けました審査の結果であります。よって、決算審

査特別委員長報告といたします。  

                        令和３年９月２４日  

                        決算審査特別委員会  

                        委員長  井  戸  太  郎  

○議  長  

 ありがとうございました。  

 それでは、これより順次質疑、討論、採決を行います。  

 まず、認定第１号  令和２年度平群町一般会計歳入歳出決算の認定について

の委員長報告に対する質疑に入ります。森田議員。  

○８  番  

 委員長報告の３ページの衛生費・労働費の８行目、可燃ごみの有料ごみ袋の

在庫数なんですけども、この委員長報告では、「２年度８月現在」と書かれてる

んですけども、決算審査特別委員会の提出資料ですね、これは年度末になって

ると思うんですけども、たまたま数字が一緒なのかですね、８月と年度末と一

緒なのか、それはどのようになっておるんでしょうか。  

○議  長  

 決算審査特別委員会委員長。  

○決算審査特別委員長（井戸太郎）  

 委員会におきましては、８月現在ということを何度も、２回ほど答弁されて

いますので、８月現在ということになってると。ただ、もう少し委員会では細

かく書いてますので、約をつけておりますので、一応私のほうで数十万の下の

位は、数千枚単位は四捨五入してございます。このとおりでありました。  

 以上です。  

○議  長  

 町長。  

○町  長  

 暫時休憩で。  

○議  長  

 暫時休憩いたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ２時３６分）  

 

再    開  （午後  ２時４３分）  
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○議  長  

 休憩前に引き続き、再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 住民福祉部長。  

○住民福祉部長  

 貴重なお時間を頂戴して大変申し訳ございません。  

 先ほど森田議員のほうより委員長報告に対しての質疑がございました。  

 理事者側より答弁の誤りがございましたので、まずもって、その点について、

訂正並びに御説明を申し上げたいと存じます。  

 委員長報告の中で、可燃ごみ、有料ごみの在庫数についてただされ、令和２

年度、８月現在でという御報告でございましたが、当然そういう答弁をさせて

いただいたわけでございますが、答弁の誤りということで、令和２年度末現在

で、４５リットルが約１８万枚、３０リットルが約１６万枚という答弁が正確

なものでございます。  

 要約して申し上げましたら、令和２年８月現在ではなく、令和２年度末の数

字を申し上げたというところでの訂正でございます。  

 大変申し訳ございません。  

○議  長  

 決算審査特別委員会委員長。  

○決算審査特別委員長（井戸太郎）  

 では、今の訂正どおりの訂正をよろしくお願いいたします。  

○議  長  

 それでは、ほかに質疑ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。植田議員。  

○６  番  

 それでは、２０２０年度、令和２年度の一般会計の決算の認定については反

対をいたします。  

 昨年度一般会計当初予算について、日本共産党議員団は、臨時財政対策債を



 

－２５３－ 

除いた地方債は１億３，９８０万円と極端に少なく、予算総額も６６億９，０

００万円の緊縮予算でした。これについては、財政調整基金がほぼなく、公債

費が今後１０年以上にわたって１１億円を超える高止まりの状況の下では努力

をされた予算と、一定評価をいたしました。しかし、今、本町の予算編成では、

現状をどう打開するか、住民の暮らしを応援しながら、町財政をどう立て直す

のかが一番重要だと考えます。その姿勢が見られない予算編成だということで、

予算のときも反対をいたしました。  

 本決算については、基本的に、今指摘した予算に基づくものです。地方交付

税や地方消費税交付金などの増額で実質単年度収支は黒字になったものの、町

長は固定資産税の超過税率を今後も続けると明言されています。また、保育教

諭が確保できず、待機児の問題が常態化していることや、ごみの有料化以後、

減量に対する新たな取組をほとんどしていない中、現在では、ごみがここ数年

増えているという状況にも至っています。そういう意味では、住民の暮らしに

寄り添ったとは言い難い予算の執行である本決算の認定については反対をいた

します。  

 以上です。  

○議  長  

 岩﨑議員。  

○１  番  

 認定第１号  令和２年度平群町一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成

の立場で討論いたします。  

 歳入総額９３億４２８万４，２０１円、歳出総額９０億５，６２３万７，４

２４円で、歳入歳出差引額２億４，８０４万６，７７７円。翌年度へ繰り越す

べき額４，１３９万６，２００円を差し引いた実質収支は２億６６５万５５７

円の黒字、実質単年度収支についても３，９８３万５，９１２円の黒字となり

ました。しかし、依然厳しい財政状況です。平群駅周辺整備事業、総合文化セ

ンター事業に続き、都市基盤整備事業や公共施設の老朽化対策など、取り組ま

なければならないことが山積しております。町行政には、より一層平群町の発

展のために、御努力、御尽力賜りますようお願いしまして、私の賛成討論を終

わります。  

 以上です。  

○議  長  

 ほか、討論ございませんか。下中議員。  

○１１番  

 賛成の立場で討論いたします。  



 

－２５４－ 

 令和２年度は、当初よりコロナの影響を受けて、各種事業、行事等が次々と

中止、延期となりました。その分、補助金、負担金等の支出が抑えられたもの

の、町全体に活気がなくなり、何か物寂しい感じになり、かなり低調ぎみであ

りました。  

 そのような中でも、一つ一つを例示すると限りがありませんが、住民生活に

直結した施策は確実に実行され、費用対効果も十分に考えられたものでありま

す。中でも、実質単年度収支、３，９３８万円と黒字となりました。これは、

地方交付税、町税及び地方消費税交付金が増加し、年度当初の未確定財源が帳

消しとなりました。しかしながら、まだまだ厳しい財政状況が続く中、義務的

経費も含め、歳出全般の抑制に努められることをお願いし、令和２年度平群町

一般会計決算の認定については賛成をいたします。  

 以上です。  

○議  長  

 ほか、討論ございませんか。山本議員。  

○３  番  

 認定第１号  令和２年度平群町一般会計歳入歳出決算の認定について、賛成

の立場で討論いたします。  

 令和２年度は、町制施行５０年を迎えた節目となる年であり、６６億９，０

００万円の緊縮型予算編成でスタートしました。新年度スタート直後の４月７

日より、大阪府や兵庫県を含む７都府県に緊急事態宣言が発令されたことによ

り、企画していた町行事の大半が延期もしくは中止になるという前例のない実

績となりましたが、コロナ禍で感染予防を行いながら、住民の暮らしを守るた

めの新たな事業や継続する事業に対して誠実に取り組まれた実績であります。  

 財政面では、当初予算で２億１，３３７万円の未確定財源がありながら、実

質収支２億６６５万１，０００円の黒字、実質単年度収支も３，９８３万６，

０００円の黒字となりました。この要因は、主に地方交付税や地方消費税交付

金の増加であり、自主財源が減少し、依存財源が増加していることについては

最重要課題として取り組まなければなりません。また、健全化判断比率である

将来負担比率は２２２．８％に少し減少されたものの、実質公債費比率は１６．

７％に悪化しました。明るい未来のための先行投資も必要ではありますが、身

の丈に合った政策になっているのかを県との勉強会の中で再調査、再研究され

るとともに、引き続き、新たな町債の発行を抑え、町債残高全体の縮減を図る

ことをお願いしまして、令和２年度一般会計決算の認定については賛成といた

します。  

○議  長  



 

－２５５－ 

 ほか、討論ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより認定第１号について採決を行います。  

 本案については、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願い

ます。  

 

賛成者挙手  

 

○議  長  

 挙手多数であります。よって、認定第１号  令和２年度平群町一般会計歳入

歳出決算の認定については委員長報告のとおり認定することに決定しました。  

 続きまして、認定第２号  令和２年度平群町住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ご

ざいませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 討論ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより認定第２号について採決を行います。  

 本案については委員長の報告どおり決定することにいたしたいと思いますが、

異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 



 

－２５６－ 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決定しました。  

 続きまして、認定第３号  令和２年度平群町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ございません

か。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。山口議員。  

○７  番  

 昨年度の国民健康保険会計決算の認定については、不十分とはいえ、国保税

の引下げを反映した決算ということで賛成をしますが、今後の在り方も含めて、

一言意見を述べます。  

 まず、昨年度決算で、国保会計の剰余金は１億５，８８２万３，０００円に

なりました。県単位化による国保税の県内統一料率まで、今年度も含めて３年

です。２０１７年度の１．６倍増税のとき、当時の岩﨑町長は、住民説明会や

議会答弁で、平成３６年度、現在の令和６年度ですけれども、に、県内統一ま

で、収支をとんとんにするため、このように何度も強調されました。そして、

住民の皆さんに理解を求めたわけです。この前町長の主張に当時の議会は賛成

多数で１．６倍の増税が成立しました。実際には全く前町長の主張どおりには

ならなかったのですが、町当局の姿勢は、料率統一時に収支とんとん、このこ

とについては、その後も修正は本来されてません。そういう町の主張からすれ

ばですね、今ある剰余金については、今年からの３年間、国保税の引下げや保

健事業の充実などでほとんど使い切るというのが本来の立場であるはずです。

ところが、この剰余金の扱いをめぐる議論では、料率統一後の特定健診や人間

ドックなどの保健事業に財源を残すなどといった意見が当局や議会の一部から

も出されています。これは明らかに１．６倍増税の理由と矛盾した主張です。

また、保健事業については、いつまでも国保税の残った金を使うということに

はなりませんから、これについてもおかしな話だと考えています。  

 しかし、矛盾した主張であるもののですね、統一後の保健事業をどうするの

かは非常に大事な視点ですけれども、これについては、県が統一料率になった

場合の市町村国保の会計も含めた在り方を明確に示す必要があります。それな



 

－２５７－ 

しに議論しても意味をなさないと考えます。  

 今、本町で議論すべきは、統一までの国保税の料率です。県内で最も高く、

県が示す料率よりも高い状態を改善することです。町長は、今年度の状況を見

て、来年度の料率を慎重に検討すると明言していますが、現在の県単位化制度

では、７月の納付書発送時点で当初の課税調定額はほぼ確定し、その年度の大

まかな収支が出ます。１２月の議会にでも料金改定を提案すべきだと考えます。 

 以上、今後の在り方も含めて指摘してですね、本決算の認定には賛成いたし

ます。  

 以上です。  

○議  長  

 ほかに討論ございませんか。下中議員。  

○１１番  

 平群町国民健康保険特別会計決算の認定については、賛成の立場で討論いた

します。  

 県単位化を目指し、令和２年度は奈良県国保運営方針の中間見直しとされて

おりましたが、コロナ禍の影響もあり、中止となりました。令和３年度で開催

予定と聞いておりますが、いまだ開催時期は未定であります。そのような不安

定・不確実な状況の中、また令和２年度より若干引き下げられた国保税率での

予算執行であったが、執行に当たっては厳正かつ適切に執行され、最終的には

実質単年度収支２，９４１万円の黒字となり、健全な運営をされており、令和

２年度国保特別会計決算の認定については賛成をいたします。  

 以上です。  

○議  長  

 討論、ほかございませんか。山本議員。  

○３  番  

 認定第３号  令和２年度平群町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、賛成の立場で討論いたします。  

 実質収支１億２，９８２万円の黒字決算で、実質単年度収支も２，９４１万

円の黒字となり、年度末剰余金計は１億５，８８２万円に増額となる健全な財

政運営でありました。  

 令和６年度の県単位化に向けた今後の国保税算定につきましては、剰余金を

見ながら柔軟な財政運営をお願いいたしまして、決算の認定には賛成いたしま

す。  

○議  長  

 討論ほかございませんか。  



 

－２５８－ 

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより認定第３号について採決を行います。  

 本案については委員長の報告どおり決定することにいたしたいと思いますが、

異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決定いたしました。  

 続きまして、認定第４号  令和２年度平群町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 質疑ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより認定第４号について採決を行います。  

 本案については委員長の報告どおり決定することにいたしたいと思いますが、

異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する



 

－２５９－ 

ことに決定しました。  

 続きまして、認定第５号  令和２年度平群町学校給食費特別会計歳入歳出決

算の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより認定第５号について採決を行います。  

 本案については委員長の報告どおり決定することにいたしたいと思いますが、

異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決定しました。  

 続きまして、認定第６号  令和２年度平群町介護保険特別会計歳入歳出決算

の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。山口議員。  

○７  番  

 ２０２０年度介護保険特別会計決算の認定には反対いたします。  

 第７期計画最終年の昨年度の本特別会計については、昨年３月の予算審査で

も指摘しましたように、それ以前の７期２年間の実績から、７期の総給付費は



 

－２６０－ 

実績が計画を大きく下回ることが明確でした。介護保険事業は、総給付費を基

に、国や県、市町村、１号被保険者などの負担が決まります。１号被保険者の

保険料以外の国や自治体などの負担は、総給付費が変動すれば、それに応じて

翌年度の早い時期に精算されますが、１号被保険者の保険料は精算されません。

計画と実績の乖離が小さければ３年ごとの見直しで保険料を見直すのも理解で

きますが、７期の乖離は１５．７％、９億５，０００万円で、あまりにも大き

過ぎます。９億５，０００万円の乖離による１号被保険者の保険料の負担増、

要するに保険料の取り過ぎは、単純計算で、乖離額に１号被保険者の負担割合

２３％を掛けた２億１，８５０万円ということになります。  

 一方、実際の７期３年間の会計を見ると、計画では、６期までの剰余金のう

ち、１億５，０００万円を取り崩して保険料軽減に充てる計画でしたので、７

期終了時点での剰余金は１億９，０００万円の予定でした。ところが、実際の

決算での剰余金は、計画より２億７，５００万円も多い４億６，５００万円に

上りました。  

 このように、７期計画は結果としてずさんな計画だったということになりま

す。このことは、最初に指摘したように、本決算の基である昨年度の予算編成

から明白でした。だからこそ、私ども日本共産党議員団は、期の途中であって

も１号被保険者の保険料の引下げを強く求めました。この主張が正しかったこ

とは７期３年間の決算結果で明白です。しかし、町長は、この私どもの主張を

一顧だにしないばかりか、自らの計画の間違いを認めず、引下げをかたくなに

拒否し、昨年度予算にも取り過ぎたままの保険料を計上しました。  

 いずれにしても、７期３年間で積み増した剰余金２億７，５００万円は保険

料の取り過ぎによるものであることから、２０２０年度の介護保険特別会計決

算の認定には反対いたします。  

○議  長  

 討論、ほかございませんか。岩﨑議員。  

○１  番  

 認定第６号  令和２年度平群町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、賛成の立場で討論させていただきます。  

 歳入総額１９億５，５７７万円３，１６５円、歳出総額１９億４，３７２万

３，３３１円、実質収支差引額１，２０４万９，８３４円。準備基金は、決算

年度中、取崩しはゼロとなりました。  

 保険給付費の居宅介護サービス、地域密着型サービス、施設介護サービス費

など、要介護状態になっても住民の皆様が安心して生活ができるように、介護

保険事業を引き続き推進できる予算でした。よって、賛成いたします。  



 

－２６１－ 

 以上です。  

○議  長  

 討論、ほかございませんか。山本議員。  

○３  番  

 認定第６号  令和２年度平群町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、賛成の立場で討論いたします。  

 令和２年度決算は、第７期の３年目の決算となります。保健福祉事業費では、

健康づくりプロジェクトとして１８２万１，０００円を予算計上し、執行して

いただきました。また、生活支援体制整備として、７２１万円の予算で安心見

守り事業を委託され、住民の皆様へ貢献していただきました。介護保険給付費

準備基金約４，０７９万円を積み立てた結果、２年度末残高は約４億３，８０

０万円となりました。  

 今後の動向としましては、少子・高齢化が進み、保険料の歳入より支出が大

きくなることや、給付費上昇の可能性が高いことは明白でございます。それを

踏まえても、２年度決算の基金残高により、介護を必要とされている方々へ、

引き続き安心してサービスを御利用いただける状態であります。  

 よって、令和２年度平群町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について賛

成といたします。  

 

傍聴席からの声あり  

 

○議  長  

 傍聴人に申し上げます。  

 傍聴人は議場内で拍手や騒ぎ立てることは禁止されておりますので、静粛に

お願いをいたします。  

 ほか、討論ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより認定第６号について採決を行います。  

 本案については委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手願いま

す。  

 



 

－２６２－ 

賛成者挙手  

 

○議  長  

 挙手多数であります。よって、認定第６号  令和２年度平群町介護保険特別

会計歳入歳出決算の認定については委員長の報告のとおり認定することに決定

しました。  

 続きまして、認定第７号  令和２年度平群町奨学資金貸付事業特別会計歳入

歳出決算の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ございま

せんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより認定第７号について採決を行います。  

 本案については委員長の報告どおり認定することにいたしたいと思いますが、

異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決定いたしました。  

 続きまして、認定第８号  令和２年度平群町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ございませ

んか。  

 

「なし」の声あり  

 



 

－２６３－ 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより認定第８号について採決を行います。  

 本案については委員長の報告どおり決定することにいたしたいと思いますが、

異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決定しました。  

 続きまして、認定第９号  令和２年度平群町用地先行取得事業特別会計歳入

歳出決算の認定についての委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより認定第９号について採決を行います。  

 本案については委員長の報告どおり決定することにいたしたいと思いますが、

異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  



 

－２６４－ 

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決定しました。  

 続きまして、認定第１０号  令和２年度平群町水道事業会計決算の認定につ

いての委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより認定第１０号について採決を行います。  

 本案については委員長の報告どおり決定することにいたしたいと思いますが、

異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決定しました。  

 続きまして、認定第１１号  令和２年度平群町下水道事業会計決算の認定に

ついての委員長報告に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 続いて討論に入ります。  

 



 

－２６５－ 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、討論を終結いたします。  

 これより認定第１１号について採決を行います。  

 本案については委員長の報告どおり決定することにいたしたいと思いますが、

異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、本案については委員長の報告どおり認定する

ことに決定をいたしました。  

 午後３時２５分まで休憩をいたします。  

（ブー）  

休    憩  （午後  ３時１１分）  

 

再    開  （午後  ３時２５分）  

 

○議  長  

 休憩前に引き続き、再開いたします。  

（ブー）  

○議  長  

 日程第１２  請願第１号  「櫟原山林のメガソーラー開発許可の取り消し等、

再審査を求める意見書」を奈良県知事に提出する

ことを求める請願書  

を議題といたします。  

 本議案については、総務建設委員会に付託しておりますので、委員長の報告

を求めます。総務建設委員会委員長。  

○総務建設委員長（馬本隆夫）  

 総務建設委員会委員長報告をさせていただきます。  

 去る９月２日に開催されました令和３年平群町議会第６回定例会の本会議に

おいて、総務建設委員会に付託を受けた請願第１号  「櫟原山林のメガソーラ

ー開発許可の取り消し等、再審査を求める意見書」を奈良県知事に提出するこ

とを求める請願書について、９月３日、当委員会を開催して審査しました。そ



 

－２６６－ 

の内容と結果を御報告をさせていただきます。  

 なお、付託審議に先立ち、９月２日に当委員会を開催し、請願代表者２名の

方より議会に出席したい旨、議長に申出があったことについて協議をし、参考

人として招致することが決定されましたので、請願代表者２名と紹介議員に出

席をしていただきました。  

 請願第１号  「櫟原山林のメガソーラー開発許可の取り消し等、再審査を求

める意見書」を奈良県知事に提出することを求める請願書  

 この請願の趣旨は、申請者の偽装や工事着工後の災害防止の不備など、当該

事業者はこの開発行為を行う事業者としての適格性に疑義があることから、開

発許可の取消しを含めた審査を奈良県森林審議会に諮ることを求めるものであ

ります。  

 主な質疑では、町当局に数字を偽装した申請書を県に提出して、だましたこ

のような業者をどのように思っているのかと質問され、業者に対する信用とい

うものは、実績があって発生するものであることから、客観的にはまだ信用す

るというような段階には至っていないとの答弁がありました。  

 請願代表者に、住民が安心して暮らせる審議会を再度していただくことは非

常に大事であるがと質問され、従来の流れ方と変わらないようにするための仮

設の調整池が必要になるが、それがない状態で開発されている。申請書の勾配

が危険であるため、安全上問題がないかをぜひ審議していただきたいとの答弁

がありました。  

 町当局に、町道占用について、埋設送電管を埋めることについて、自治会の

同意は要るのかと質問され、法的には許可条件として絶対ということではない。

片側通行の場合は、従来から自治会の同意までは指示していない。車両通行止

めの場合は同意書の添付を指示しているとの答弁がありました。  

 請願代表者に、６月２２日以降、工事はストップしているが、台風などが到

来すれば非常に危険であり、安心・安全を確保するため、今日、明日にでも進

めなければならないことがあるのではないかと思う。どのように考えているの

かと質問され、台風等が来ても大丈夫なように、５０年確率で耐えられるよう

な防災調整池設置を業者に指導するように申入れしている。また、下流住民に

対しても説明するという確約ができた上で緊急防災工事を進めてくださいとお

願いしたとの答弁がありました。  

 町当局に、下流住民に対しての説明会について、業者への指導はどのように

なっているのかと質問され、事業者には、下流流域の住民や送電線を埋設する

予定の自治会に、これまでの経過も含め説明するように、今後とも指示してい

きたいとの答弁がありました。  



 

－２６７－ 

 請願代表者に、今、工事がストップして開発許可が取り消された場合、防災

工事は誰が行うのか。また、このままの状態で放置されることが一番心配であ

るが、どのように考えているのかと質問され、現状が非常に心配ということ以

上に、今後どうなるかということ、また事業は継続するのか、途中で撤退され

るのかということは当然考えていかなければならない。そのためにも、緊急防

災工事を申入れしているとの答弁がありました。  

 討論では、林地開発の許可権者は奈良県にあり、我々平群町議会が異論を唱

えるのは越権行為ではないかと考える。現在係争中の案件であり、議会議員と

して中立・公平な立場として是非を明らかにすべきではない。また、町内約６，

０００筆……。  

 

傍聴席からの声あり  

 

○議  長  

 お静かに願います。  

○総務建設委員長（馬本隆夫）  

 ６，０００筆もの署名の重さは十分受け止めなければならないが、許可権者

の県が今後再審査することについて検討していただき、平群町の山林山野がど

のように進んでいくかということを考えていただけるものと思うことから、本

請願については反対する旨の討論がありました。  

 一方、４８ヘクタールもの広い山地をずたずたにして、谷を埋め、パネルを

６万枚も張り巡らすというこの事業に対して、山を壊すことの恐ろしさを感じ

ている。幾ら再生エネルギーの構築だといっても、やってはいけない開発だと

表明してきた。７月２日に起こった熱海の土石流は非常にショックを受け、絶

対に繰り返してはいけない。住民の命と財産を守っていくのは我々町議会の最

も大事な役割ではないか。林地開発の審議会のやり直しをしていただき、許可

の取消しをしてもらうよう、意見書を出すということは当然のことと考え、本

請願については賛成する旨の討論がありました。  

 採決の結果、請願第１号は挙手少数により不採択すべきものと決定いたしま

した。  

 以上、当委員会に付託を受けました請願の審査内容と結果であります。よっ

て、総務建設委員会委員長報告といたします。  

                        令和３年９月２４日  

                        総務建設委員会  

                        委員長  馬  本  隆  夫  



 

－２６８－ 

 以上であります。  

○議  長  

 ありがとうございました。  

 それでは、これより請願第１号  「櫟原山林のメガソーラー開発許可の取り

消し等、再審査を求める意見書」を奈良県知事に提出することを求める請願書

の委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、委員長報告に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。長良議員。  

○２  番  

 私、反対の立場から討論させていただきます。  

 今回の請願の要旨については、櫟原地区のメガソーラー建設事業における林

地開発の取消しや再審査を求める内容でありますが、そもそも林地開発の許可

権者は奈良県にあり、現在、認可を行った内容について精査されていることか

ら、審査中である県の権限事項に対して町議会が異論を唱えることは越権行為

ではないかと考えます。  

 また、請願者は、現在、奈良地裁にメガソーラー建設工事の差止めを求め、

提訴している訴訟の関係人であり、今回、町議会に対して請願された内容は、

請願者が関係している訴訟内容と関連性があることは明らかであると思われま

す。  

 以上のことから、町議会として、また議会議員としての中立な立場として、

県の認可事業であることと、現在係争中の案件に関することの是非を明らかに

すべきではないとの考えにより、本請願書には反対いたします。  

 以上です。  

 

傍聴席からの声あり  

 

○議  長  

 傍聴人に申し上げます。  

 傍聴人は議場内で拍手や騒ぎ立てることは禁止されていますので、静粛に願

います。なお、次に議長の命令に従わないときは、地方自治法第１３０条第１

項の規定により退場を命じますので、念のために申し上げておきます。  



 

－２６９－ 

 討論、ほかございませんか。稲月議員。  

○５  番  

 私は、櫟原山林のメガソーラー開発許可の取り消し等、再審査を求める意見

書の提出がありました、この意見書を採択してほしいという、こういう請願に

対して、私は賛成の立場で討論をさせていただきます。  

 今現在、御承知のように、櫟原地域のメガソーラー建設に伴う林地開発につ

いては停止がされております。それは、偽装内容を含む申請書類に原因があり

ます。このような偽装の申請をする施工者は、平群町の面積の全体の２％もの

敷地、山林を破壊し、ソーラー建設工事をする資格は全くないというふうに考

えます。  

 また、２月からの山林伐採、何の防災設備も施工せずに皆伐をし、伐採工事

開始を町にも住民にも知らせることもなく開始をした、これは何としても許し

難い行為でございます。業者に対する不信感、これはますます大きくなりまし

た。  

 私は、このような業者には、県が開発許可について、現在停止中であります

が、これについては取消しをすること、これが妥当というふうに考え、本請願

には賛成をさせていただきます。  

 住民は、このような同様の趣旨で、県と町に署名を住民の方たちに集められ

ました。その数は、町民の中の６，０００筆を超えるものとなっています。こ

れは、お分かりのように、人口の３分の１に当たります。このように多くの住

民の皆さんの願い、我々は、議会人としてしっかり受け止めることが必要では

ないでしょうか。  

 議員は、住民の声を代弁をして行政に届けるのが仕事でございます。県に対

しても、しっかり住民の声を届けていく、物を言っていくというのが我々地方

議会の責任であるという観点から、その点からも、本請願については早急に採

択をし、県への意見書として提出をすることが正しい判断であると考え、本請

願には賛成をさせていただきます。  

○議  長  

 討論、ほかございませんか。山田議員。  

○９  番  

 「櫟原山林のメガソーラー開発許可の取り消し等、再審査を求める意見書」

を奈良県知事に提出することを求める請願書については、反対の立場で討論い

たします。  

 これまで、櫟原山林のメガソーラー開発許可は、県の許認可業務として、町

からは様々な要望、意見を出しながら、県主導として進めてこられたその結果、



 

－２７０－ 

開発許可申請が受理され、工事着手されました。しかし、その後、私自身は適

切な言葉が分かりませんが、偽装というか誤りといいますか、申請書類の適切

でない部分が明らかになり、工事の中止命令が奈良県より通達され、現在に至

っています。請願者や考える会の方々にとっては、これまでの経緯を踏まえ、

事業者に対し、不信感を募らせておられることも十分理解できますが、県との

協議の仮設・防災工事や、県、町の指導による住民説明会の開催についても、

受け止め方、考えの行き違いも少しあるように感じます。  

 しかし、一番心配であり、一番困っているのは今の状況であります。着手し

てしまった以上、このまま放置されることが一番心配であり、一刻も早く、仮

設であっても、防災工事を早急に着手完了してほしいという気持ちです。仮に、

開発許可申請そのものが取り消され、事業がストップし、事業者が撤退してし

まえば、防災工事、原状復旧は誰がしてくれるんだというのが一番の心配であ

ります。  

 そのような意味から、単に中止を求めるのではなく、防災計画、防災工事を

県主導の下、進めていただき、その上で、法律及び県条例、要綱にのっとった

適正な判断を願うことから、請願にある開発許可の取消しは、今の状況下、適

切であるとは言えないと思うこと。また、開発許可を新たに提出された場合、

奈良県の考えとしても、再度森林審議会で審議されることになるはずと示され

たことから、本請願には反対をいたします。  

○議  長  

 ほか、討論ございませんか。植田議員。  

○６  番  

 今回の請願については、賛成の立場で討論させていただきます。  

 稲月議員からもありましたように、現在、櫟原地区のメガソーラーの開発は、

開発許可の申請の偽装が明らかになって、県が工事の中止命令を出し、現在開

発工事はストップしています。  

 今回の開発を進めようとしている事業者は、開発地から放流する下流域の河

川や水路の実態から考えると、あり得ない数字を記載し、県の許可を得ました。

また、工事着工に当たり、設置すべき防災施設を、県の許可条件や、あるいは

自身の計画どおりに設置せず、４８ヘクタールにも及ぶ広大な開発地域の山林

を伐採してしまいました。これはまさに、土石流や洪水など、下流域の住民生

活や命に多大な影響を及ぼしかねない大問題です。  

 これまでも、町道埋設の送電線の迂回路を、車が通行不能なルートを提示す

る、あるいは放流水路の変更を関係自治会に説明会を開催して説明しようとも

しないなど、枚挙にいとまがないほど不誠実な対応を繰り返してきました。こ
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のような業者に対して住民が不信感を募らせるのは当然だと考えます。  

 また、幾ら許可権者が県であっても、メガソーラーが設置されようとしてい

るのは、紛れもなく私たちが暮らしているこの平群町です。そのことを考える

と、今回の請願、「櫟原山林のメガソーラー開発許可の取り消し等、再審査を求

める意見書」を奈良県知事に提出することを求める請願は、町長に対しては６，

５３６筆、知事に対しては６，６９０筆、これは住民の当然の声であると私は

考えます。  

 また、反対の中に越権行為というふうなこともありましたが、全くそうでは

ない。この議会でも、国に対して意見書なんかもどんどん上げているわけです

から、それは国がやろうとしてることに対して地方議会が声を上げる、これは

何ら越権行為でもない。そういう意味では、それには当たらないというふうに

思いますし、今回の請願の中でも、このまま放置するというのは確かに危険だ

と思います。それはきちっと防災工事をさせるというのが出された方々の本意

でもあるというふうに思います。この間、いろんな制度を利用するとき、私た

ちもそうですが、申請に虚偽があったら取消しをすると、私はいろんな文書で

見るんですね。私はそれと同じです。今回の開発許可の申請書に信じられない

ような虚偽の記載があったわけですから、一旦は取消しをして、きちっとした

もので再度審査をするというのが基本だということを申し述べまして、この請

願については賛成をいたします。  

 以上です。  

○議  長  

 討論、ほかございませんか。山口議員。  

○７  番  

 反対討論がないんでやりますけども、この問題については、一昨年７月に、

この議場で、町のほうからこういう計画があるという報告があって始まったわ

けです。そういう中で、その後２年過ぎていろいろあるわけですけれども、何

か勘違いされてるんじゃないかと思うのは、今回の請願というのは、基本的に

は取消しも求めてというのは、一昨年１１月１日に事業者が申請した林地開発

許可、これについてですね、取消しも含めて、その申請の許可がそれでよかっ

たのかどうかということを中心に求めてるわけです。その取消しも含めて森林

審議会で再審査をしてほしいということです。  

 それから、さっき長良議員からあった、今審査中ということでしたけども、

これは変更届です。これもおかしな話なんです。１２月の１６日でしたか、変

更申請を出しておきながらですね、同時に工事やってるんです。本来なら、変

更申請を出してるんだったら、その変更申請が県で許可されてから工事すべき
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なんです。それも分かっていてやったという。同時に、この間ここの議場でも

言いましたけれども、特に下流域の椿台住民に対しては、基本的にですよ、３

月に説明会をやりながら、変更申請のことは一切言わなかった。質問があって

もうそをついた、こういう業者です。それが一つあります。  

 係争中ということについても、これはあくまでも住民として住民訴訟をやっ

てるわけであって、行政として関係ないわけです。奈良県も関係ないんです。

事業者を相手取ってやってるわけですから、関係ないんですよ。だから、ただ

単に、今回の請願者が考える会の代表２人だったとしてもですね、全く別です。

そのことを理由にこれを出してはいけないというようなことにはならないとい

うことをまず述べておきます。  

 本論を言いますけれども、まず、今年４月に発覚してですね、荒井県知事も

それを認めて工事停止を命じました。事業者に命じたのは、事業者の林地開発

許可申請の流下能力の偽装、これは単なる数字の間違いというようなもんでな

いんですね。ちょっと訂正すればですね、県がまた工事再開を許可してくれる

というようなもんではないんです。現状のまま事業を行えばですね、工事中も、

また事業完成後も、下流域の流下能力は法令や県の基準を満たさない。そして、

土石流や洪水などの災害が起きる危険があるというものです。まさに、下流域

住民の命に関わる問題だということです。この点はね、私は、平群町の住民に、

議会として責任を持つ立場にある議員としてですね、そのことは考えていただ

きたい。  

 このような偽装が発覚すればですね、本来ならすぐにでも許可を取り消すと

いうのが本来、先ほど植田議員も言いましたけれども、そういうことだと思う

んです。だからこそですね、荒井県知事と西脇町長に許可の取消しを求める要

望署名が、たった１か月ちょっとで、知事には６，６９０筆、西脇町長には６，

５３６筆、実に住民の３分の１以上、この数だけで言えばね。町内だけでは６，

０００筆を超えているということですので、特に、直接影響を受ける椿台では

ですね、全世帯の８割、西向地域ではですね、ほぼ全世帯から署名が寄せられ

ている。また、その近隣の緑ケ丘でも１，０００筆近い署名が寄せられている、

こういう事実から見ても、しっかり受け止めていただきたい。  

 同時に、法的にも、住民のこの熱い思いからもですね、住民の願いを行政に

届ける議会議員の役割、このことからも、本請願は採択以外にはない、そのこ

とを強く申し上げ、賛成討論といたします。  

 以上です。  

○議  長  

 ほか、討論ございませんか。  
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「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより請願第１号について採決を行います。  

 本案に対する委員長報告は不採択であります。したがいまして、原案につい

て採決いたします。請願第１号  「櫟原山林のメガソーラー開発許可の取り消

し等、再審査を求める意見書」を奈良県知事に提出することを求める請願書に

ついては、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。  

 

賛成者挙手  

 

○議  長  

 挙手少数であります。よって、請願第１号  「櫟原山林のメガソーラー開発

許可の取り消し等、再審査を求める意見書」を奈良県知事に提出することを求

める請願書は不採択することに決定しました。  

 

傍聴席からの声あり  

 

○議  長  

 傍聴人に申し上げます。  

 先ほどより再三注意したにもかかわらず議長の命令に従わないので、地方自

治法第１３０条第１項の規定により、そこの傍聴人の退場を命じます。退場し

てください。退場してください。後部座席の向かって右から２人目の方です。  

 続きまして  

 日程第１３  発議第７号  櫟原山林のメガソーラー開発許可の取り消し等、

再審査を求める意見書（案）  

を議題といたします。  

 議案の朗読を求めます。局長。  

○局  長  

 それでは朗読いたします。  

 発議第７号  

  櫟原山林のメガソーラー開発許可の取り消し等、再審査を求める意見書

（案）  
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 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第１項及び第２項の規定によ

り提出する。  

                        令和３年９月２４日  

                        提出者  山  口  昌  亮  

                        賛成者  植  田  いずみ  

                         〃   稲  月  敏  子  

  櫟原山林のメガソーラー開発許可の取り消し等、再審査を求める意見書

（案）  

 平群町櫟原地区の山林４８ヘクタールへのメガソーラー開発（太陽光発電所

建設工事）は、２０１９年１１月、奈良県において開発許可が出されました。

そして、今年２月中旬から大規模な伐採工事が行われましたが、事業者が奈良

県に提出した開発申請書類の偽装が発覚しました。これを受けて奈良県は６月

に事業者に工事の停止を命じ、開発工事はストップしています。  

 今回、明らかになった申請書の偽装は、開発地から放流する下流域の河川や

水路の流量能力にかかわるもので、土石流や洪水など下流域への災害に直結す

る重大な偽装です。また、事業者は、工事着工にあたって設置すべき防災施設

（沈砂池や調整池）を、県の許可条件や自らの計画どおりに設置していないこ

とも明らかになりました。  

 現在、工事はストップしているものの、開発地の山林の大半が伐採され、山

肌がむき出しになっています。このメガソーラー開発については、計画が明ら

かになった一昨年から、多くの住民から自然環境の悪化や災害誘発の危険を危

惧する声が出されていましたが、最近の異常気象から、現状でも危険な状況で

す。早急な防災措置が強く求められます。  

 以上のことを踏まえ、以下のことを強く要望いたします。  

記  

 申請書の偽装や工事着工後の災害防止の不備など、当該事業者はこの開発行

為を行う事業者としての適格性に疑義があることから、開発許可の取り消しも

含めた審査を奈良県森林審議会に諮ること。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 以上でございます。  

○議  長  

 提出者の趣旨説明を求めます。山口議員。  

○７  番  

 今、局長に読んでいただいたとおりですし、先ほどの住民から出された請願

と同じ内容です。  
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 この間、委員会でも審議されましたし、新しく付け加えることはあまりあり

ませんが、なぜこの意見書を私が出したかというと、請願が出されて、当然、

請願が採択されればですね、すぐに県のほうに意見書を上げないと駄目なんで

すが、今の議会のあれで見るとですね、次の議会は１２月になりますので、そ

れでは遅過ぎるだろうということで、採択を前提に当然出してるわけです。先

ほど、請願のほうは不採択になりましたので、当然この意見書にも賛成はされ

ないというのはもう分かっているので、あんまりくどくど言いませんが、先ほ

ども言いましたようにね、本当に命に関わる問題だということ。それとね、要

するに権限は県にありますけれども、平群町行政の行政範囲内で行っているこ

と。それも、町面積の２％の広さに当たること。これまで、自然林でですね、

本当に、広域農道沿いを走れば、あそこを使って散歩する人や犬の散歩も含め

て、そういうことをいろいろやってる人がたくさんいてた。それがああいうよ

うな無残な形にさせられた。ちょっと訂正しますと、事業者は椿台や下流域の

住民に住民説明会をやっと県の指示を受けてやるようですけれども、しかしで

すね、本来なら誰でも入れるようにすべきだということもあるんですけど、一

応やるようです。その点については、県のほうもしっかり指導していただいて

る、町のほうも多分同じようなことだと思うんですが、ただそれでも、なぜ偽

装したのかとか、そういう点も含めてね、今出されてる、それによると、平群

に今来ている担当者２人だけが応対するようなことですので、その辺について

もですね、ちょっと場は違いますけれども、本来なら責任者が出てきて、そう

いう偽装をしたということとかこの間のことをですね、うそをついたとか、そ

ういうことについても本来説明すべきだということもありますので、その点に

ついては、当局のほうもよろしく御指導していただきたいということもお願い

しておきます。  

 これ以上何を言ってもあんまり意味をなさないので、いずれにしても、これ

は本当に大事なことだということを最後にもう一度申し上げまして、趣旨説明

といたします。  

 以上です。  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  
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 これより討論に入ります。長良議員。  

○２  番  

 先ほどに引き続きまして、申し訳ありませんが、山口議員も先ほどいろんな

ことをお話ししていただきまして、言ってはる意味もよく分かります。その中

で、今、議会として進むべき道だと思いますので、発議第７号について、反対

の立場から討論させていただきます。  

 櫟原山林のメガソーラー開発許可の取り消し等、再審査を求める意見書（案）

について、反対の立場で討論いたします。  

 今回提出された意見書については、先ほど採択のありました請願書の請願内

容と同様の内容となっております。山口議員もおっしゃったとおりです。請願

に対して反対の態度表明を行ったことから、同様の内容である本意見書につい

ても反対いたします。  

 あと少し付け加えさせてください。  

 今日傍聴に来ていらっしゃる方、僕ら、議会人として何でも反対、反対とい

うふうに思ってらっしゃると思いますが、昨日、おとつい……。  

 

傍聴席からの声あり  

 

○議  長  

 傍聴人に申し上げます。  

 お静かにお願いします。  

○２  番  

 最後、意見書の中で、９月２２日に、我々議員の有志で、そのメガソーラー

に行かせていただきました。フラワーロードの外から、何度か行って見させて

いただき、２２日の日は、現場の山の上まで上がらせていただきまして、裏の

ほうも見さしていただきました。業者さんも丁寧に説明していただき、今、も

しものことがあったらいけないということで、許可を頂いてる防災措置をして

いく旨を発言していただきました。いろんな形で、この中で、平群町の６，０

００筆の方々の目、合計二つの目ですので、１万２，０００の目がずっと見て

いるんやという形で、ちゃんと説明してあげてほしいという旨を、その最後、

話合いをさせていただくときに発言させていただきました。  

 僕が一番、今この趣旨の中で言いたいことは、我々、山田議員もおっしゃっ

たように、もしものことがあったらいけないので、でも、この流れの中では、

議会人として、この流れが一番適当かなと思い、そういう思いから、今回この

発言をさせていただいてるつもりでおります。僕も、町民の方々の安全・安心



 

－２７７－ 

を担保するのは当たり前の立場やと思っております。ただ、その中で、ちゃん

とした筋を通してやっていくのも、我々冷静な議員としてのとるべき立場やと

思っております。その中での発言で、申し訳ないんですけれども、反対の討論

とさせていただきます。  

 

傍聴席からの声あり  

 

○議  長  

 長良議員、ちょっと待ってくださいね。  

 傍聴人に命じます。次に議長の命令に従わないときは御退場いただきますの

で、よろしくお願いします。  

 長良議員、よろしいですか、それで。  

○２  番  

 私、まだまだ熱意足らないんですけども、いろんな町民の方々の意見ありま

すから、行政の方も毎週毎週パトロールしてると報告を受けてますんで、すみ

ませんけれども、事故が起こらないように、しっかり見てやってください。ど

うぞよろしくお願いします。  

○議  長  

 討論、ほかございませんか。稲月議員。  

○５  番  

 私は、この櫟原山林のメガソーラー開発許可の取り消し等、再審査を求める

意見書については、賛成をする立場で討論をさせてもらいます。  

 先ほども発言をしておりますが、まず、大きく言えば、世界的な異常気象、

これは年々顕著になっております。災害発生も頻発をしております。また、規

模の拡大も見逃すことはできません。  

 そんな中で、大きく森林を壊し、大型太陽光発電所の建設については、全国

的にもあちこちで大問題になってきております。その中で、今現在、平群町の

この櫟原のメガソーラーの問題が出てきてるわけです。  

 小泉環境大臣も、広範囲の山林を破壊をし、自然を大きく壊すような太陽光

発電所建設については非常に問題がある、こういった発言も国会の委員会の中

ではっきりされております。再生エネルギーの推進は大変待ったなしの問題で、

重要だというふうに私も認識をしております。しかし、そのために、小泉大臣

もおっしゃってるような山林破壊を推進をして地球環境を守っていくというこ

とは決してできないこと、逆効果になっていくということは、これは、誰もが

今考えられるところではないでしょうか。そのためにも、適切な在り方、これ
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を早急に検討を、私たち自身もしていかなければならない大問題であるという

ふうに考えております。  

 その中で、私たちが直面をしているこの櫟原地域のメガソーラー建設、先ほ

ども何度も言ってます。申請自身に虚偽があった。あえて虚偽の申請をしてい

ると、非常に悪質な申請であります。これを県は認めて停止をさせたわけでご

ざいます。それについてはきちっと、先ほど山口議員のほうからも述べられま

したように、許可を取り消すということは当然のことだというふうに私は考え

ておりますし、しなければならないことだというふうに思います。住民の多く

の皆さんもこのことについては非常に心配をされ、あの熱海で起こったような

ことが再びここで起こってはならない、二度と起こしてはならないからこそ、

今この心配をされる、この櫟原地域のソーラー建設の林地開発についてはやめ

るよう、県にきちんと意見書として、私たち議会議員として提出をする、この

ことは大変重要な事案ではないでしょうか。  

 この点からも、この意見書については賛成をさせていただきます。  

○議  長  

 討論、ほかございませんか。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより発議第７号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決し、意見書として関係行政庁へ送付すること

に賛成の方は挙手願います。  

 

賛成者挙手  

 

○議  長  

 挙手少数であります。よって、発議第７号  櫟原山林のメガソーラー開発許

可の取り消し等、再審査を求める意見書（案）については否決されました。  

 続きまして  

 日程第１４  発議第８号  沖縄戦戦没者の遺骨等を含む地域の土砂を基地建

設の埋め立て等に使用しないよう求める意見書

（案）  

を議題といたします。  
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 議案の朗読を求めます。局長。  

○局  長  

 それでは朗読いたします。  

 発議第８号  

  沖縄戦戦没者の遺骨等を含む地域の土砂を基地建設の埋め立て等に使用し

ないよう求める意見書（案）  

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第１項及び第２項の規定によ

り提出する。  

                        令和３年９月２４日  

                        提出者  稲  月  敏  子  

                        賛成者  植  田  いずみ  

                         〃   山  口  昌  亮  

  沖縄戦戦没者の遺骨等を含む地域の土砂を基地建設の埋め立て等に使用し

ないよう求める意見書（案）  

 １９４５年４月１日、沖縄本島に上陸した米軍との激しい地上戦の末、日本

軍は５月末には首里城司令部壕から本島南部に撤退した。そのために南部に避

難していた住民と日本軍が混在状態となり、沖縄戦戦没者の半数以上と言われ

る夥しい犠牲者が発生した。沖縄戦では沖縄県出身者約１２万２千人、日本本

土兵等約６万６千人、米兵約１万２千人、朝鮮半島出身者等併せて２０万人余

の尊い生命が失われた。  

 戦後、沖縄県民は戦争犠牲者の遺骨を収集して、糸満市米須の「魂魄の塔」

をはじめ、慰霊の塔を次々に建立し、戦没者の霊を弔ってきた。奈良県民は、

この「魂魄の塔」の直ぐ側に奈良県出身戦没者を慰霊する「大和の塔」を１９

６７年１１月に建立した。この南部一帯には本県出身者戦没者をはじめ多くの

戦争犠牲者の人々が眠っている。  

 政府（防衛省・沖縄防衛局）は、この沖縄戦跡国定公園を含む糸満市や八重

瀬町の山野の土砂を採掘して基地建設埋め立てに使用する計画を発表した。  

 戦没者の遺骨を新基地の埋め立てに使用することは、犠牲者の人々の尊厳を

冒涜し、「物言わぬ」戦没者を二度殺すようなものであり、人道上許されるもの

ではなく、遺族の方々や国民の悲嘆ははかり知れない。  

 政府は２０１６年３月に超党派の議員立法で「戦没者の遺骨収集の推進に関

する法律」を制定した。政府には国の責務として、遺骨を早期に収集して弔う

ことが求められている。  

 よって、本町議会は、下記の事項が速やかに実現されることを強く要請する。  

記  
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１  沖縄戦戦没者の遺骨等を含む地域の土砂を基地建設の埋め立て等に使用し

ないこと。  

２  日本で唯一住民を巻き込んだ苛烈な地上戦があった沖縄の事情に鑑み、「戦

没者の遺骨収集の推進に関する法律」を遵守し、日本政府が主体となって戦

没者遺骨収集を実施すること。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  

 以上でございます。  

○議  長  

 提出者の趣旨説明を求めます。稲月議員。  

○５  番  

 ただいま、沖縄戦戦没者の遺骨等を含む地域の土砂を基地建設の埋め立て等

に使用しないよう求める意見書（案）を事務局長から読み上げていただきまし

たが、今議会初日に議員の皆さんのほうには配付をされました同意見書案とは

一部文案を変更させていただいております。上から９行目の初め、「この「魂魄

の塔」」の後にですね、「の直ぐ側に奈良県出身戦没者を慰霊する「大和の塔」

を１９６７年１１月に建立した」、この分を挿入をした文書をただいま読み上げ

ていただきました。この案に訂正をさせていただきましたので、この読み上げ

ていただいた文章で御審議くださいますようお願いを申し上げます。  

 それでは、提出趣旨を述べさせていただきます。  

 意見書（案）にあるように、沖縄戦は２０万人以上の死亡者を出しました。

平和の礎、魂魄の塔が建立をされております糸満市では、当時の全世帯６，３

８４世帯のうち４４０世帯、１，２００人が一家全滅となりました。また、魂

魄の塔や大和の塔が建立をされている米須の地域では、全人口１，２５３人中

６４８人、何と人口の半数の人々がこの戦争で亡くなられました。米軍に追い

詰められて、自然壕の中で亡くなられております。また、ひめゆりの学徒隊の

皆さんの悲劇もこの地で起こったのでございます。  

 これら多くの戦没者の遺骨の多くは、いまだこの南部地域に残されています。

あちこちに散らばる遺骨を見るに見かねて、４０年前からこの地でボランティ

アの方たちが遺骨収集の活動を続けてこられました。この活動は全国にも広が

り、以前、平群町の「平群平和のための戦争展」の折にも、遺骨収集のボラン

ティア活動をされている京都の学生さんたちが私たちに報告をしてくれまし

た。いまだ多くの遺骨が眠っているのです。新基地の埋立てに、この地域から

取った土砂を、何と７０％もの土砂を使うということが、今報告をされている

ところです。沖縄で戦死をされた奈良県民は５９１人。その中で、平群出身の

沖縄での戦死者、これは正式な数ではありませんが、戦没者の墓石調査を平和
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のための戦争展実行委員会で実施をしたときに判明をしたのが４人おられまし

た。この地で命を奪われ、帰ってきた遺骨箱には石ころしか入っていないとい

うことを聞きました。せめて遺骨を返してほしい、ちゃんと弔いたいという遺

族の方々の思いを踏みにじり、基地建設の埋立てにこの遺骨を含めた土砂を使

用するなど、絶対にしてはならないことであります。亡くなられた方たちを、

１度は戦争で、２度目は基地の埋立ての土砂に交じって海に沈めてしまう、２

度も殺される、こういったことは、２度も殺されると言っても過言ではありま

せん。まさに死者を冒涜するものでございます。  

 遺骨の早期の収集を政府の責任で行うことがまず大事です。遺骨が残ってい

る土砂を新基地埋立てに使うことは断じて許されるものではありません。既に

奈良県議会では、６月議会において、この意見書については可決されておりま

す。したがって、本意見書については、ぜひとも平群町議会でも可決を賜り、

政府に至急お送りいただきたく提案をさせていただきました次第でございま

す。よろしくお願いいたします。  

○議  長  

 これより本案に対する質疑に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。  

 

「なし」の声あり  

 

○議  長  

 ないようでしたら、本案に対する討論を終結いたします。  

 これより発議第８号について採決を行います。  

 本案については原案どおり可決し、意見書として関係行政庁へ送付すること

にいたしたいと思いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、発議第８号  沖縄戦戦没者の遺骨等を含む地
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域の土砂を基地建設の埋め立て等に使用しないよう求める意見書（案）につい

ては原案どおり可決し、関係行政庁へ送付することに決定をいたしました。  

 続きまして  

 日程第１５  委員会の閉会中の継続調査の件  

を議題といたします。  

 議会運営委員会委員長より、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配

付いたしました閉会中の継続調査の申出がありました。  

 お諮りいたします。  

 委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにいたしたいと思

いますが、異議ございませんか。  

 

「異議なし」の声あり  

 

○議  長  

 異議なしと認めます。よって、委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査

とすることに決定をいたしました。  

 以上で、本定例会に付議された事件については全部終了いたしました。  

 これで本日の会議を閉じます。  

 町長、閉会に当たりまして、御挨拶をお願いします。町長。  

○町  長  

 ９月定例議会閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。  

 ９月２日より本日まで２３日間の長期間にわたりまして、令和２年度の決算

をはじめ、全ての上程議案につきまして熱心に審議いただき、可決、認定、同

意を賜り、誠にありがとうございました。  

 今議会は決算議会であり、平群町として、１年間鋭意取り組んでまいりまし

た事務事業の成果や総括について、議員各位の御審議を頂き、各会計の決算に

ついて認定を賜りました。会期中の本会議並びに委員会審議を通じまして賜り

ました御意見につきましては、今後の財政運営の中で検討を重ねながら取り組

んでまいりたいと考えているところでございます。一般会計につきましては、

まだまだ厳しい財政状況が続いております。緊急財政健全化計画に基づき、健

全なる財政運営に努めてまいります。  

 また、一般質問等で頂きました貴重な御意見に対して、鋭意努力して取り組

んでまいります。  

 新規感染者が減少傾向にあるものの、２１都道府県に出されておりました緊

急事態宣言も、１９都道府県で９月３０日まで延長されております。新型コロ
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ナウイルス感染症は依然収束が見込めない中、ウィズコロナの時代を工夫しな

がらコロナ禍を乗り越えるよう、職員が一丸となって町政発展のために取り組

んでまいります。  

 令和３年度も残り半期となりましたが、予算執行においては、それぞれの事

務執行に十分意を払い、緊急財政健全化計画を着実に進め、財政健全化に努め

てまいります。厳しい財政状況ではありますが、将来を展望し、誰もが安心し

て住み続けられるまちづくりを職員とともに目指してまいります。議員各位に

おかれましても、御理解と御協力をよろしくお願いいたします。  

 これをもちまして９月定例議会の閉会の御挨拶とさせていただきます。あり

がとうございました。  

○議  長  

 これをもって令和３年平群町議会第６回定例会を閉会いたします。  

（ブー）  

閉    会  （午後  ４時１８分）  

 


